
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

長崎県における県管理構想
（土地利用基本計画に位置付け）の取組概要



1

長崎県の土地利用基本計画について

■地域概要

・人口等：人口 約131万人、世帯数 約56万世帯（R2年国勢調査）

・面積 ： 4,130.98㎢（R2年国土地理調査）

■検討体制 地域振興部土地対策室が取りまとめを行い、各市町及び県関係課へ意見
照会

〇長崎県は人口減少や少子高齢化が全国よりも速いスピードで進み、2040年頃には生産年齢人口が県人口
の５割を切ることが予測されるなど、県土の適正な利用と管理を通じて、県土を荒廃させない取組を進め
ていくことが重要。

〇令和５年７月に閣議決定された第６次国土利用計画（全体計画）との整合性を図るため、令和７年３月５
日付けで長崎県土地利用基本計画を改定。

〇長崎県土地利用基本計画県と管理構想を一体的に策定し、計画の実行性を高める取組として管理構想を位
置づけ、市町村管理構想や地域管理構想の取組を推進することを示した。

出典：長崎県HP

※黒囲みは、「国土利用計画法に基づく国土利用計画及び土
地利用基本計画に係る運用指針（R６.６）」第1章 Ⅳ．国土
利用計画への都道府県管理構想、市町村管理構想の記載方法
２．都道府県計画に都道府県管理構想を記載する際の具体的
方法、に記載方法として示されているもの。
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②必要な措置

①県土の管理に関する
基本構想

県管理構想

長崎県土地利用基本計画

１）一体的な策定
長崎県土地利用基本計画の改定をきっかけに、
管理構想も一体的に位置づけ。

２）実効性の担保
土地利用基本計画の実行性を高める取組として、
管理構想を位置づけ。
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